
佐 財 第 ３ ２ ２ 号  
令和６年１０月９日  

各部（局）長  様 
 

財政部長 木原 一彦  
 
 

令和７年度予算編成事務要領について（通知） 
 
 令和７年度予算要求書は、「令和７年度予算編成方針について（依命通達）」（令和６年１

０月９日付け佐財第３２１号）に基づき、下記要領により提出してください。 
 

記 

 
１．要求方法 
（１）歳出 
 ア．義務的経費、準義務的経費（経常要求） ※システム上、一次経費から入力 
  「令和７年度予算編成に係る基礎数値の調査について（照会）」（令和６年８月１３ 

日付け佐財第２１０号）に対する回答に基づき別途通知する部局ごとの要求基準額（以

下「要求基準額」という。）のうち、義務的経費、準義務的経費それぞれの一般財源の

範囲内の額で要求すること。 
   要求基準額の数値に大幅な変更が必要となる場合は、事前に財政課と協議すること。 
 イ．通常一般経費（経常要求） ※システム上、一次経費から入力 
   要求基準額のうち通常一般経費の一般財源の範囲内で、部局内で調整して予算要求

すること。 
   なお、令和６年度当初予算において経費区分を通常特別経費とした電気料・ガス料

は、令和７年度においても、引き続き通常特別経費としているので、留意すること。 
 ウ．通常特別経費（経常要求） ※システム上、一次経費から入力 
   要求基準額のうち通常特別経費以内の額で要求すること。 
 エ．政策的経費（臨時要求） ※システム上、二次経費から入力 
   実施計画で要求した事業単位で予算要求を行い、事業名称も同一とし、実施計画で

査定された事業費及び一般財源の額を超えない範囲で要求すること。 
 オ．予算の見積りについては、別紙１「予算見積要領」を参考とすること。 
 
（２）歳入 
 ア．義務的経費等に係る特定財源 
   基礎数値調査で報告した数値と大幅に異なる場合は、その理由を示すこと。 
 イ．通常一般経費に係る特定財源 
   諸収入の雑入に分類されるもののうち、要求額が１０万円未満で、かつ、明確な充

当先がない歳入は、原則として一般財源（歳出充当をしない歳入）とすること。 
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（３）債務負担行為・長期継続契約・継続費（以下「債務負担行為等」） 
 ア．令和７年度以降にわたる契約について 
   原則として、契約案件ごとに債務負担行為等を設定すること。 
   「佐倉市長期継続契約とする契約を定める条例」に基づく長期継続契約は、予定価

格総額が２，０００万円未満のものに限られることに注意すること。なお、地方自治

法第２３４条の３にて規定する「電気の供給契約」、「ガスの供給契約」、「水の供給契

約」、「電気通信役務の提供を受ける契約」、「不動産を借りる契約」については、翌年

度以降にわたる契約であっても、長期継続契約の設定は不要とする。 
 イ．債務負担行為の変更について 
   既設定の債務負担行為のうち、令和７年度中に変更契約が生じ、増額となる見込み

であるものについては、増額に係る債務負担行為を新規設定すること。 
   なお、令和７年度が最終年度の場合は、新規の設定は不要である（令和７年度の歳

出予算のみ増額で要求すること）。 
 ウ．継続費について 
   継続費の年割額の設定については、各年度の出来高予定額とすること。 
   これまで、「１年目に前払金（４割）を年割額として設定」とするケースが多かった

が、「前金払は、各会計年度の出来高予定に対して行うことができる。（佐倉市公共工

事に要する経費の前金払取扱要領 ／ 昭和３０年３月２４日 建設省発会第７５号）」

とされていることから、継続費を設定する事業については、「１年目の年割額」は「総

額の４割」とは必ずしもならないことに留意すること。 
   特に、地方債を充当する事業の各会計年度の年割額については、出来高の予測を行

った上で、これを設定すること（借入不可になる場合があるため）。 
 
２．添付書類 
（１）予算要求書提出鑑文 
 〔様式①〕予算要求書（経常的経費）の提出について（鑑文） 
 〔様式②〕予算要求書（臨時的経費）の提出について（鑑文） 
（２）補助金・交付金関係 
 〔様式③〕補助事業計画書 
   新設予定の補助金について作成し、要求書に添付すること。（資料１（25 ページ）

参照） 
（３）基金関係 
 〔様式④〕基金運用の見直しに関する調 
   見直しの有無にかかわらず、基金を有している全ての所属は、調書を作成し、提出

すること。 
（４）総括課との事前協議結果関係 
   事前協議結果が記載された様式等を添付すること。 
   なお、実施計画要求時に事前協議済みである場合は、再度協議を行う必要はなく、

実施計画要求時の事前協議結果が記載された様式等を添付すること。 
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  （例：情報システム課 情報システムの導入に係る事前協議【事業計画書】） 
 
３．令和７年度当初予算及び令和６年度補正予算編成日程（予定） 

令和７年度当初予算 令和６年度補正予算 

10/9(水) 

10/10(木) 

10/23(水) 

別途連絡 

10/24(木) 

11/6(水) 

別途連絡 

 

予算編成方針等通知 

システムへの入力開始（経常） 

経常的経費要求締切 

経常的経費ヒアリング 

システムへの入力開始（臨時） 

臨時的経費要求締切 

臨時的経費ヒアリング 

 

 

 

 

 

 

 

10/30(水)  

12/16(金) 

12/27(金) 

～1/14(火) 

 

 

 

 

 

 

11 月補正市長・副市長査定 

2 月補正予算通知 

2 月補正予算締切 

2 月補正ヒアリング 

1/7(火)・8(水) 

1/9(木) 

1/10(金) 

1/14(火) 

市長・副市長査定 

予算内示（臨時・経常） 

復活調整要求締切 

復活調整査定・内示 

 

 

1/23(木) 

1/23(木) 

 

 

2 月補正市長・副市長査定 

2 月補正内示 

 ※日程は都合により変更する場合があります。 
 
４．提出期限及び提出書類等 
（１） 提出期限 経常的経費  １０月２３日（水） 
  臨時的経費  １１月 ６日（水） 
 
（２） 提出部数 正本 １部（片面印刷） 
         副本 ２部（両面印刷） 
       ※積算根拠や図面等の資料を必ず添付すること。 
        なお、資料は１部だけとし、副本２部のうちの一つに添付すること。 
        （資料は、原則として両面白黒印刷とし、極力カラー印刷しないこと） 
 
（３） 予算要求書作成要領 別紙２のとおり 
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＊参考 経費分類表 

○義務的経費 （１(1)ア関係）・各部（局）の要求基準額は別途通知 

費  目 説    明 

人件費 

・非常勤特別職の報酬のうち固定的なもの 

（委員会の開催回数が未定で金額が可変的なものは除く。） 

（職員人件費を除く。※職員人件費は、人事課で計上します。） 

扶助費 
・法令等に基づくもの 

・国や県の制度によるもの（補助事業） 

公債費  

 

○準義務的経費 （１(1)ア関係）・各部（局）の要求基準額は別途通知 

費  目 説    明 

人件費（準義務的なもの） 

・法令等に基づき配置基準が定められている会計年度任用職員、人

事担当所属が要求する休業代替等に係る会計年度任用職員 

 （その他の会計年度任用職員は、通常一般経費に含める。） 

特別会計への繰出金 
・基準内繰出等（法令等の繰出基準で規定されているもの） 

・赤字繰出（臨時的経費）を除く。 

補助金（準義務的なもの） ・継続中の利子補給等（新規申請分を除く。） 

債務負担行為・長期継続契約に係
る経費 

・現在、契約済みの案件で、令和７年度中の支出額が確定している

もの。（現在準義務的経費として設定されており、令和７年度中

に、現在の契約の終期を迎え、引き続き同じ内容での複数年契約

を予定しているものや、再リースを予定しているものを含む。） 

・令和７年度から新規に設定するもの。 

・単価契約及び通年債務負担行為に係る支出を除く。 

・土地（建物）賃借料は、原則として、対象外とする。 

 なお、土地（建物）賃借料について、長期継続契約扱いとする場

合であっても、長期継続契約見積書等の提出は不要（「長期継続

契約に係る予算等の事務取扱要領」の例外）） 

その他 

・一部事務組合負担金 

・その他法定事業で実施義務のある事業に係る経費 

 （例：予防接種委託料で予防接種法該当分） 

 

○通常一般経費 （１(1)イ関係）・各部（局）への一般財源配分額は別途通知 

費  目 説    明 

 

・経常的経費のうち、義務的経費・準義務的経費を除いたもの。 

 （いわゆる配分経費） 

※法定配置以外の会計年度任用職員（フルタイム分・パートタイム

分）に係る人件費を含む 
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○通常特別経費 （１(1)ウ関係）・各部（局）の要求基準額は別途通知 

費  目 説    明 

 

① 経常的経費のうち、突発的に来年度発生する経費 

【想定されるもの】（単なる事業拡大は除く。） 

・２年に１度の法定点検手数料 

・検査機器等、法定で更新が義務付けられるもの 

・法令改正・国県制度改正などの特殊事情により、経常的経費で来

年度のみ発生する経費 

・施設・設備の破損故障に対する維持補修費や備品購入費等で、内

容的に経常的経費で計上することが適当と判断されるもので個別

施設計画などに基づき計画的に実施するもの以外の経費 

 例）敷地内の樹木の伐採に係る委託料 

   使用期限の到来や経年劣化に伴う、備品の購入（必要不可欠

なものに限る） 

                         など 

 

②本来は通常一般経費であるもののうち、市民生活に直接影響を及

ぼす経費で、かつ、物価高騰の影響により従前の額の範囲に収ま

らないことが明白である経費 

 

 

○政策的経費（臨時的経費）（１(1)エ関係） 

費  目 説    明 

 ・実施計画で査定された事業に係る経費 
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別紙 1 

予 算 見 積 要 領 

 

１．人口及び世帯数 

 人口及び世帯数については、以下の数値を参考に見積ること。 

・令和 6 年 8 月末：人口 169,739 人（うち外国人 5,218 人）、 

世帯数 80,508 世帯 

（住民基本台帳人口） 

 

２．予算科目の設定 

 予算科目については、予算要求内容との整合性を図り選択すること。科

目新設の場合は財政課予算担当に相談すること。 

また、科目を設定するに当たっては、以下のように性質の異なる経費に

ついて、可能な限り科目の分別を検討すること。 

例）準義務的経費と通常一般経費の混在する委託料 

（１）○○委託料  

・△△委託  【準義務的経費】  

【債務負担行為】  R6.9.15 契約  事業期間 R6.10.1～ R11.9.30 

・□□委託  

 

（１）△△委託料  

 △△委託  【準義務的経費】  

【債務負担行為】  R6.9.15 契約  事業期間 R6.10.1～ R11.9.30 

（２）□□委託料  

 □□委託  

 

３．積算について 

・歳出予算の所要額の積算に当たっては、単価×数量など、その根拠を明

確にすること。ただし、購入する物品が確定していない事務用消耗品な

ど総額的な予算となるものについては、積み上げは行わず、過去３か年
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の決算額や使用量の平均とするなど、実績を勘案し積算を行い、要求入

力に当たっては「事務用消耗品一式」等と記載すること。また、「事務用

消耗品一式」等として要求する場合は、積算根拠とした資料のみを添付

することとし、購入予定物品のカタログの写し等の資料の添付は行わな

いこと。 

・使用料、手数料、負担金、雑入など歳入予算も、料金×件数など、明確

な根拠を示すこととするが、困難な場合は、過去３か年の決算額の平均

額とするなど実績を勘案し積算すること。なお、コロナ禍の影響があっ

た年度の実績については、これを除くこと。 

・事業予算については、利用状況や参加人数等の実績を勘案し、社会情勢

等を分析した上で、真に必要な経費を積算すること。また、同様の事業

を実施している他自治体の状況を参考にするなど、見積もりの精度を高

めること。 

・事業を実施する上では、国県等補助金や受益者負担金など特定財源の有

無について確認を行うほか、基金の活用について関係各課との協議を行

うなど、活用可能な財源のある場合には、歳入について適切に見積もり

を行うこと。 

 

４．節区分による見積基準 

節・細節及び細々節ごとの見積基準は次のとおりとする。なお、作成に

当たっては、全ての費目について、必要性、緊急性、効果を十分検討する

とともに可能な限り節減に努めること。 

 

１節 報酬 ＊審議会委員等非常勤特別職  

(1) 関係条例により定められた定数及び単価により見積ること。 

(2) 各種委員会等の日額報酬は、実績等に応じて、計画的執行を前提 

として必要額を見積ること。 

 

１節 報酬、２節 給料、３節 職員手当等、４節 共済費、 

８節 旅費（費用弁償のうちの通勤費） ＊会計年度任用職員  

(1) 「職員人件費（○○職員分）」に係る 2 節、3 節、4 節については、

-7-



人事課が一括要求するので、各所属における要求は不要とする。 

(2) 会計年度任用職員に係る人件費については、人事課作成の「会計年

度任用職員の人件費等の積算における留意事項について」（32 ページ）

を確認の上、要求すること。 

(3) 会計年度任用職員に係る人件費については、業務量、事業内容を精

査し、歳出抑制の観点から、人的資源の投入が適切なものに限り要求

すること。 

(4) 一般会計の一般事務員、用務員及び育児休業等の休職者の補充に係

るものは、人事課又は教育総務課が一括要求するので、各所属におい

ては要求しないこと。 

  なお、一般事務員のうち国庫支出金等特定財源のあるもので、担当

課予算として要求する必要があるものは、財政課と事前協議すること。 

 

７節 報償費 

(1) 講師謝礼等について、所属事務所等を通じて依頼する場合は、11 節

役務費（講師手数料）で計上すること。 

 

８節 旅費 ※会計年度任用職員に係る出張旅費を含む  

 (1) 報酬の受給者に対する旅費は、費用弁償として要求すること。 

 (2) 宿泊の有無や県外等への出張に関わらず、予算要求時において、目

的が具体的に特定される業務（研修、調査等）に係るものは特別旅費

とし、通常の業務によるものは普通旅費とすること。 

 (3) 積算に当たっては、出張の内容、人数、交通手段等を精査し、旅費

の削減に努めること。 

 (4) 特別旅費の要求に当たっては、運賃及び人数等の積算基礎につい

て詳細に記載し、人数については１人を原則とすること。 

 (5) 費用弁償及び普通旅費は、個々の事業における必要性を十分検討

した上で、計画的かつ効率的な執行を前提として要求すること。 

 (6) 近距離移動時（2 キロメートル以内を目安）はできるだけ徒歩や自

転車を利用すること。会議等で複数の職員が同一方面へ移動する際

は相乗りを励行すること。 
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 (7) 食卓料は、原則として、船による出張の場合に限り、要求すること。 

 

10 節  需用費 

(1) 消耗品費については、その必要性を十分検討すること。 

(2) 物品の性質上備品であっても、単価 1 万円以下（税込）の物品は、

消耗品費に計上すること。 

(3) 加除式図書の追録経費については、「追録図書及び定期刊行物の保

有、利用状況について」（平成 25 年度行政監査結果のまとめ）に基づ

き、利用状況を考慮した上で、インターネットでの利用等を検討し削

減を図ること。 

(4) 使用契約を締結しない軽微なソフトウェアの購入であっても、新規

に導入する等、セキュリティ要件を確認する必要があるものは、情報

システム課と事前協議すること。 

(5) 報酬等を支払っている会議や講演会でのお茶代等会議用食糧費に

ついては、原則廃止とする。また、事業用食糧費について、一般職の

職員（教職員含む。）分については、認めない方針であるので、注意す

ること。 

(6) 特別職の秘書業務のある所属以外における湯茶購入費、来客用お茶

代の計上は行わないこと。 

(7) 新聞購読料については、専門紙を除き、各部ごとに１紙を限度とす

ること。また、図書館における市民閲覧用についても、必要最小限と

すること。 

(8) 印刷物の作成については必要最小限とし、配布対象数等を記した資

料を添付すること。 

(9) 行政報告、調査報告、計画公表等は、原則として、佐倉市ホームペ

ージへの掲載により行うこととし、外注による印刷物の出版に係る経

費は、基本的に計上しないこと。 

なお、市民への周知については、パンフレット等の作成に代えて、

極力、広報紙を利用すること。 

(10) 上水道及び下水道料金については、「上下水道料」として、一括し

て計上すること。 
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(11) 施設等の修繕については、計画的な保全を行うことで長寿命化を

図り、改修・更新費用の抑制及び平準化を図ることを目的として、対

症療法的な修繕だけでなく、不具合を未然に防ぐ予防的な修繕につい

ても要求を行うこと。なお、工事請負に至らない小規模な修繕につい

ては、修繕料に計上すること。 

(12) 燃料の単価（税込）は、価格高騰が続いており、現時点で今後ど

の程度上昇するか見込むことが困難であるため、令和６年度当初予算

の査定時に使用した、次の単価により要求すること。（査定時に最新の

単価で積算し、査定することを予定） 

    【レギュラーガソリン 171.5 円／ ℓ】【軽油 150.4 円／ ℓ】 

【灯油 2,107 円／ 18ℓ】店頭現金価格  

※ （ 財 ） 日 本 エ ネ ル ギ ー 経 済 研 究 所 石 油 情 報 セ ン タ ー が 公 表 す る 最 新 価 格 情 報  

（ 令 和 5 年 10 月 30 日 調 査 ） 千 葉 県 平 均 額 よ り  

 (13) 光熱水費については、以下のとおりとする。 

①電気料・ガス料 

令和６年度当初予算額と同額で要求を行うこと（電気料・ガス料

については、基本的に通常特別経費としているため、通常一般経費

に影響はない）。ただし、対象となる施設・設備等（街灯等）に増減

がある場合は、それを加味して積算・要求すること。 

②上下水道料 

過去３年間の使用量の推移等を勘案した上で、年間使用量見込み 

を算出し、「単価×年間使用量見込み」にて要求を行うこと。 

なお、３年間の使用料金の平均から要求する方法は、年間使用量

見込みを把握することが困難な場合を除き、原則不可とするので、

十分に注意すること。 

 

11 節  役務費 

(1) 用地購入に伴う不動産鑑定料については、各所属において要求す

ること。なお、要求前までに、必要な資料を提出した上、資産経営課

と協議を行うこと。 
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(2) 郵便料は、行政管理課が原則として一括要求するので、各所属にお

いて要求は不要であるが、国県等の補助事業の対象となるもの、出先

機関及び特別会計については各所属において要求すること。また、多

額の郵便料を必要とすることが判明している場合は、行政管理課と事

前協議すること。 

(3) 損害保険に加入する必要のある建築物の損害保険料については、資

産経営課と事前協議すること。 

(4) 市として市民総合賠償補償保険に加入しているので、当該保険の対

象とならない場合を除いて、原則として「イベント保険」等の保険加

入は認めない。市民総合賠償補償保険の対象となるかどうかは、事前

に資産経営課に確認すること。 

(5) インターネット関係の使用料及び通信料は、役務費に計上すること。 

(6) 新聞折込手数料については、配布世帯数を 37,650 戸で積算するこ

と。 

(7) 指定金融機関振込手数料は、会計課が原則として一括要求するの

で、各所属において要求は不要であるが、国県等の補助事業の対象と

なるもの、特別会計については各所属において要求すること。また、

多額の指定金融機関振込手数料を必要とすることが判明している場

合は、会計課と事前協議すること。 

(8) 労働者派遣については、役務費‐手数料‐労働者派遣手数料として、

計上すること。 

 

12 節  委託料 

(1) 令和７年度に新規で委託を開始しようとする業務については、費用

対効果を十分に検討し、直営の場合と比較した有効性について具体的

な数値等を示した資料を添付すること。 

(2) 既に実施している業務の委託については、その効果、有効性を十分

検証し、継続する場合は、仕様等を含め、その内容を見直すこと。 

(3) 建築・土木設計及び各種の調査業務については、専門的な技術や知

識の要否、費用対効果を十分に検討し、職員が自ら行う場合と比較し
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た有効性について具体的な数値等を示した資料を添付すること。 

(4) 設計委託料等については、地方債の活用の可否について、事前に財

政課に協議を行うこと。 

(5) 施設の維持管理に係る業務委託について、４月１日から開始するも

の（管理業務、清掃業務等）で、入札案件となるものについては、前

年度予算で債務負担行為が設定されていなければならないことについ

て、留意すること。なお、要求額は、債務負担行為の設定額と同額と

すること。 

(6) 指定管理者による施設管理業務委託は、委託料で計上すること。 

(7) 情報システム関係機器の保守管理委託については、費用対効果を精

査し、50 万円以上の場合、又は新規等、セキュリティ要件を確認する

必要があるものは、情報システム課と事前協議すること。 

(8) 新規の窓口業務委託等で、執務室等の業務スペース変更を伴うもの

については、資産経営課と事前協議すること。椅子・机などの庁用備

品についても同様とする。 

 

13 節  使用料及び賃借料  

(1) 新規の土地賃借について、複数年契約の場合は、長期継続契約の取

扱いとなる点に留意すること。 

(2) 新規の情報システム関係機器のリース等については、利用率、事務

コストの削減（時間外勤務の削減等）などの数値を示して要求するこ

と。また、令和７年度を初年度とする情報システム関係機器のリース

については、必要に応じて債務負担行為の設定をするほか、予定価格

が 2,000 万円未満で長期継続契約に該当するものについては、長期継

続契約の設定を行うこと。 

(3) 情報システム関係機器の使用料・賃借料については、費用対効果を

精査し、40 万円以上（ライセンス購入は 80 万円以上）の場合、又は、

新規に導入する等、セキュリティ要件を確認する必要があるものは、

情報システム課と事前協議すること。 

(4) 物件類賃貸借契約に基づくリース建物等建築物の確認申請等は、佐
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倉市手数料条例に基づく手数料相当額が必要となるので、積算に当た

たっては、建築指導課に確認すること。 

 

14 節  工事請負費 

(1) 補助事業については、国県支出金が確実に見込まれる事業に限り要

求し、補助金の収入見込額が過大とならないよう留意すること。 

(2) 地方債の活用の可否について、事前に財政課に協議を行うこと。 

(3) 資料として、施工予定時期及び工程、事業の施行理由、事業効果、

その他の事業との関連性について記入の上、事業内容のわかる位置図、

平面図等を添付すること。なお、工区等に分割し継続的に施行してい

る事業については、前年度に施行した箇所を色分けし、数量等を記載

すること。 

(4) 施設建設等については、資産経営課及び施設保全課と事前協議済み

のものであること。また、効果、必要性、緊急性等の観点から事業選

定を行い、規模、施工方法、後年度の負担等を十分検証の上、維持管

理経費等、将来負担を含めた全体の事業計画についての資料を添付す

ること。 

(5) 関係各課で十分協議し、重複要求や要求漏れのないよう留意するこ

と。 

(6) 年度内完成が困難なものについては、継続費等の設定を行うこと。 

(7) 施設の改修、改築、130 万円以上の修繕など、施設保全課に契約執

行依頼を行う予定のものについては、施設保全課と事前協議すること。 

 

16 節  公有財産購入費 

(1) 用地の購入に当たっては、必要な手続、関係機関との調整を十分に

行った上で、必要性、地積、地目、地番、地権者、単価の根拠等を明

示し、位置図、公図の写し、測量図等を添付すること。また、継続的

に実施している事業については、添付図面に毎年度の経過がわかるよ

う工夫して記入すること。 

(2) 買収交渉等に困難が予想されるものを要求する場合は、その旨を示
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すこと。また、必要に応じ、継続費等の設定を行うこと。 

(3) 土地・建物等の購入に伴い、新たに発生する維持管理費等の将来負

担について明らかにすること。 

 

17 節  備品購入費 

(1) 備品購入費での要求は、その性質又は形状を変えることなく比較的

長期間にわたって使用に耐える物を購入する場合とする。このため、

１回又は短期間の使用によって消費される物は、10 節需用費（消耗品

費）として要求すること。（例：消火器…事業用消耗品又は施設管理用

消耗品 アルコール検知器（概ね１年程度の耐用年数のもの）…自動

車需用費又は事業用消耗品） 

(2) 備品購入については、共有化を図るとともに、効率的に活用し、必

要最小限度とすること。特に、更新の場合は、修繕の可否や使用状況

を勘案し要求すること。 

(3) 新規分は、優先順位をつけること。更新分は、耐用年数にとらわれ

ずに使用に耐えないものについてのみ要求すること。また、〔新規〕・

〔更新〕の別を明示し、定価ではなく、実勢価格により要求すること。 

(4) 自動車及び本庁舎内のロッカー等については、特別会計で購入する

もの及び特定の事業で使用するために購入するものを除き、資産経営

課が一括要求するので、必要な資料を添えて事前協議すること。なお、

自動車の購入については、更新分を除き、原則として認めない。 

(5) 新車の購入に際しては、リースとの比較検討を充分に行うこと。 

(6) 新車購入時に支払うリサイクル料金の内訳について、「預託金」は備

品購入費に計上し、「資金管理料金」は役務費に計上すること。 

(7) 情報システム関係機器の購入に関するものについては、新規に導

入する等、セキュリティ要件を確認する必要があるものは、情報シス

テム課と事前協議すること。情報システム関係機器に係る消耗品等に

ついても、同様とする。 
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18 節  負担金補助及び交付金 

(1) 負担金のうち研修負担金については、その内容や効果を十分検討し、

真に必要な研修のみを要求すること（「8 節旅費」を参照）。なお、参加

者については、１人を原則とすること。 

(2) 団体への負担金については、「各種団体への加入・負担金の見直し」

に基づき、必要性及び効果が認められるものに限り、要求すること。

また、一部事務組合や各種団体等に対しても、経費の削減努力を強く

求め、負担金の抑制を図ること。 

(3) 千葉県又は印旛郡市の負担金審議会審査を受けている団体への負

担金は、別に通知する負担金一覧によること（通知が要求締切日に間

に合わない場合は、各所属において、団体に見込額を直接確認した上

で、要求すること。）。 

審査を受けていない団体に対する負担金については、経費の内訳を

精査し、特に職員に対する食糧費や慶弔費等が含まれていないこと、

繰越金が過大になっていないことなどを確認すること。 

(4) 補助金については、資料１（25 ページ）の留意事項を確認し、対象

経費の精査を行った後に要求すること。 

(5) 団体への補助金について、当該団体の令和５年度中の剰余金が過大

となっている場合は、補助額の減額等を検討すること。 

 

23 節  投資及び出資金 

 (1) 行政の責任分野、負担区分、効果、金額の妥当性等を精査し、計上

すること。 

 

27 節  繰出金 

 (1) 一般会計から特別会計への繰出金は、繰入れを必要とする特別会

計の所管課が要求すること。なお、原則として、法定繰出金や繰出基

準によること。 
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（参考）事前に総括課への協議、確認等が必要な経費 

経  費  協議先  説    明  

全般（議決が必要にな
るもの）  

財政課  

議決案件に係るもの（議会会期を考慮
した予算編成が必要となるため）  
＜議会の議決に付すべき契約＞  
予定価格 150,000 千円以上の工事又は
製造の請負  
＜財産の取得又は処分＞  
※消耗品の購入を含む  
予定価格 20,000 千円以上の不動産若
しくは動産の買入れ若しくは売払い  

2 節  給料  
3 節  職員手当等  
4 節  共済費  

人事課  
施 設 の 新 設 若 し く は 改 廃 又 は 指 定 管 理 制

度 へ の 移 行 に 係 る も の  

10 節消耗品  情報システム課  
情 報 シ ス テ ム 関 係 機 器 に 係 る 消 耗 品 の 使

用 量 の 大 幅 な 変 更 や セ キ ュ リ テ ィ 要 件 を

確 認 す る 必 要 の あ る ソ フ ト ウ ェ ア の 購 入  

11 節（不動産鑑定料）  資産経営課  用 地 購 入 等 に 伴 う 不 動 産 鑑 定 料  

11 節（郵便料）  行政管理課  
多 額 を 必 要 と す る 新 規 又 は 臨 時 的 な も の  

※ 行 政 管 理 課 で 原 則 と し て 一 括 要 求  

11 節（損害保険料）  資産経営課  新 規 の 建 築 物 、 建 物 の 改 修 ・ 除 却  

12 節（システム保守、  
管理等委託）  

情報システム課  

情 報 シ ス テ ム 関 係 機 器 の 更 新 又 は 導 入 に

係 る も の （ 50 万 円 以 上 の 場 合 、 又 は 新 規

等 、セ キ ュ リ テ ィ 要 件 を 確 認 す る 必 要 が あ

る も の ）  

12 節  
（指定管理者委託料）  

資産経営課  
委 託 料 の 設 計 や 損 失 補 填 な ど 指 定 管 理 者

委 託 に 係 る 事 項  

12 節  
（設計委託料等）  

財政課  地 方 債 活 用 の 可 能 性 が あ る も の  

13 節  
（使用料、機器賃借料） 

情報システム課  

情 報 シ ス テ ム 関 係 機 器 の 更 新 又 は 導 入 に

係 る も の（ 40 万 円 以 上（ ラ イ セ ン ス 購 入 は

80 万 円 以 上 ）の 場 合 、又 は 新 規 に 導 入 す る

等 、セ キ ュ リ テ ィ 要 件 を 確 認 す る 必 要 が あ

る も の ）  

13 節（印刷・複合機関連） 情報システム課  更 新 又 は 新 規 に 係 る も の  

13 節（リース建物等の建
築 確 認 申 請 手 数 料 相 当
額）  

建築指導課  
リ ー ス 建 物 等 に は 、建 築 確 認 申 請 手 数 料 が

必 要 に な る 。  

14 節  工事請負費  
資産経営課  
施設保全課  

施 設 の 新 設 若 し く は 増 改 築 工 事 又 は １ ３

０ 万 円 以 上 の 工 事 に 係 る も の  

14 節  工事請負費  財政課  地 方 債 活 用 の 可 能 性 が あ る も の  

17 節  備品購入費  情報システム課  
情 報 シ ス テ ム 関 係 機 器 の 更 新 又 は 導 入 に

係 る も の（ セ キ ュ リ テ ィ 要 件 を 確 認 す る 必

要 が あ る も の ）  

17 節  備品購入費  資産経営課  
自 動 車 、本 庁 舎 の 机 、ロ ッ カ ー 等 の 購 入 に

係 る も の （ 資 産 経 営 課 で 一 括 要 求 ）  
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その他  資産経営課  
執 務 室 等 の 業 務 ス ペ ー ス 変 更 を 伴 う も の

（ 新 規 の 窓 口 業 務 委 託 な ど ）  

※その 他、 経費 の節 区分に かか わら ず、 情報シ ステ ムに 関す ること につ いて は、 事前

に情報 シス テム 課に 、指定 管理 者委 託に 係るこ とに つい ては 資産経 営課 に確 認、 連

絡等を行うこと。  

※会計 年度 任用 職員 に係る 人件 費に つい ては、 必要 に応 じ人 事課と 協議 等を 行い 、人

事課の示す算定方法により必要経費を算出すること。  

※必要 に応 じ、 各所 属から イン トラ を通 じて予 算に つい ての 照会が 行わ れる ので 、漏

れのないよう留意すること。  
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別紙 ２ 

 
令和7年度 当初予算要求書 作成要領  

 
 １．予算要求書様式リスト及び綴り込み順 

（１） 所属ごとの作成書類 

① 歳入歳出予算概算要求総括表   〔別紙〕 

② 歳入予算概算要求書            〔様式第１号(歳入)〕 

③ 歳出予算概算要求書           〔様式第１号(歳出)〕 

④ 所属別歳入要求書             〔所属別歳入要求書〕 

⑤ 歳入予算見積書 【未充当分】  〔様式第２号の２(歳入)〕 

⑥ 歳入予算説明書 【  〃  】  〔様式第２号の３(歳入説明)〕 
 
 

⑦ 予算見積事業別概要書        〔様式第２号(事業別概要)〕 

⑧ 歳出予算見積書              〔様式第２号の２(歳出)〕 

⑨ 歳入予算見積書【事業充当分】 〔様式第２号の２(歳入)〕 

⑩ 歳入予算説明書【  〃  】 〔様式第２号の３(歳入説明)〕 
 
 

⑪ 予算概算要求総括表 (継続費･債務負担行為) 〔別紙〕 

⑫ 継続費見積書                  〔様式第３号(継続)〕 

⑬ 継続費支出状況説明書         〔様式第６号(継続支出状況)〕 

⑭ 債務負担行為見積書           〔様式第５号(債務負担)〕 

⑮ 債務負担行為支出額等説明書    〔様式第７号(債務負担説明)〕 
 
 

⑯ 補助事業計画書〔様式③〕 

⑰ 基金運用の見直しに関する調〔様式④〕 

⑱ 総括課への協議、確認等が必要な経費に係る事前協議結果 
 
 

⑲ 予算要求書（経常的経費）の提出について（鑑文）〔様式①〕 

⑳ 予算要求書（臨時的経費）の提出について（鑑文）〔様式②〕 

   

※ ⑦～⑩、⑫～⑬、⑭～⑮は、それぞれ事業別にセットしてください。 

※ 副本の⑦～⑩については、予算事業ごとに両面印刷としてください。 

→印刷した際、⑦ 予算見積事業別概要書は、必ず表面になるようにしてください。 

※ ⑲～⑳は、部ごとの提出となります。 

※ 所属ごとの送り状（鑑文書）は、不要です。 

 

歳
入
歳
出
予
算 

例
外
予
算 

添
付
書
類 
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（２）所属ごとの作成書類に係る頁付記のしかた 

  ア．所属ごと、経常、臨時ごとに要求書下部余白に通し頁を付してください。 

     (添付資料⑯～⑳除く。) 

  イ．事業単位での番号は、不要です。 

  ウ．補助事業計画書〔様式③〕、基金運用の見直しに関する調〔様式④〕、総括課への協

議、確認等が必要な経費に係る事前協議結果については、該当所属のみ提出 

 

（３）部ごとの作成書類  

  ① 予算要求書（経常的経費）の提出について（鑑文）〔様式①〕 

  ② 予算要求書（臨時的経費）の提出について（鑑文）〔様式②〕 

 

２．留意事項 

（１）全般的事項 

  ア．継続費及び債務負担行為設定は、財政課と事前に協議が必要です。 

  イ．歳入・歳出の科目、事業及び節・細節・細々節の新設(変更)を要する場合は、事

前に財政課と協議が必要です。さらに、事業の新設については、財政課との協議

前に企画政策課と協議し、承認を得てください。 

  ウ．単位は千円とし、千円未満は歳入にあっては「切り捨て」、歳出にあっては「切り

上げ」としてください。ただし、基金運用利子等歳入同額を積立てするもの、又

は、一般会計と特別会計との間における繰出・繰入予算については、切り上げて

同額とします。 

  エ．要求書類は、A4 は長辺を、A3 は短辺をパンチで穴をあけ、とじ紐で綴じてくださ

い（ステープラーは、不可です）。 

 

（２） 予算見積書事業別概要書（様式第２号） 

  ア．事業に関する説明欄等については、市民等への説明資料となるので、です・ます

語調で、できるだけ具体的にわかりやすく記載してください。 

  イ．全ての予算事業について、「事業の効果」欄には、事業の必要性も含め、効果がど

のように表れているか、成果指標等も含め具体的に示してください。 

 

（３） 歳出予算見積書（様式第２号の２） 

  ア．積算の基礎欄は、詳細に記入してください。 

    ただし、通常一般経費（経常的経費のうち、義務的経費・準義務的経費を除いた

もの。いわゆる配分経費）のうち、以下の経費については、細々節ごとに「○○

用消耗品一式」等、簡潔に記入してください。 
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節名称 細節名称 

旅費 普通旅費 

需用費 消耗品費 

賄材料費 

医薬材料費 

飼料費 

使用料及び賃借料 有料道路通行料 

駐車場使用料 

会場使用料 

入場料、入園料 

    ※簡潔に記入する場合でも、補助事業を含む場合は、補助対象事業費がわかるよ

うに記入してください。 

  【記載例】 

    ○○用消耗品一式 100,000 円 

    （△△補助金対象事業費 50,000 円、単独事業費 50,000 円） 

  イ．【義務的経費】、【準義務的経費】、【通常特別経費】、【債務負担行為】、【通年債務負

担行為】、【継続費】、【長期継続契約】については、積算根拠の前に、下記の例の

ように明記してください。 

    また、債務負担行為、継続費、長期継続契約については、設定期間も記載してく

ださい。 

    なお、「予算編成事務要領」において、地方自治法第 234 条の３に基づき複数年契

約（自動更新の場合を含む。）を行う土地（建物）賃借料については、長期継続契

約見積書の提出は不要（「長期継続契約に係る予算等の事務取扱要領」の例外）と

していますが、歳出予算見積書には、準義務的経費であるか否かに関わらず、長

期継続契約であることと設定期間を記載してください。 

  【記載例】 

   □ 債務負担行為を設定し、複数年契約を行う業務委託の場合 

    “【準義務的経費】 

     〇〇業務委託 【債務負担行為】 R6.9.15 契約 事業期間 R6.10.1～R11.9.30” 

   □ 長期継続契約を設定し、複数年契約を行う機器賃貸借の場合 

    “【準義務的経費】 

     〇〇賃借料 【長期継続契約】 R6.9.15 契約 事業期間 R6.10.1～R11.9.30” 

   □ 期間の定めのある土地賃貸借契約を行う場合 

    “【準義務的経費】 

     〇〇土地賃借料 【長期継続契約】 R6.9.15契約 契約期間R6.10.1～R11.9.30” 

     注：準義務的経費以外の場合、【準義務的経費】は記載しないでください。 

-20-



   □ 自動更新規定のある土地賃貸借契約の場合 

    “【準義務的経費】 

     〇〇土地賃借料 【長期継続契約】 H18.4.1 契約 契約期間 1 年間（自動更新）” 

     注：準義務的経費以外の場合、【準義務的経費】は記載しないでください。 

  ウ．同一事業で、補助事業と単独事業に分かれる場合には、区分して表記してくださ

い。 

   ※補助事業とは直接又は間接（県等の予算を通して）国の補助を受けて実施する事

業をいい、県が単独で補助する事業は含まないので留意してください。 

  【記載例】 

    ○○工事 10,000,000 円 

    （△△補助金対象事業費 8,000,000 円  単独事業費 2,000,000 円） 

  エ．会計年度任用職員や特別職非常勤職員については、１節 報酬や２節 給料の積算

の基礎欄に、対象人数を記入してください。 

  【記載例】 

    一般事務員報酬２人分 

  オ．建設事業については、規模、構造等を明示し、管理運営に係る経費（ランニング

コスト）の予定額や建築物等の耐用年数などを資料として添付してください。 

  カ．施設修繕については、施工箇所を明示した箇所図及び写真を添付してください。 

  キ．資料等の添付書類は事業ごとに作成し、当該要求書の次に添付してください。 

 

（４） 歳入予算見積書・予算説明書（様式第２号の２、３） 

  ア．積算の基礎欄は、補助基本額、対象人数、負担率、補助率等詳細に記入してくだ

さい。負担率、補助率は分数（全角）で記入してください。 

  【記載例】 

    補助率 １／４…○   補助率 ２５％…× 

-21-



〔様式①〕

財政部長　　様

部長　

　令和７年度当初予算要求書（経常的経費）を提出します。

一般会計歳出要求額は下記のとおりです。

記

１．財政部長の提示額 （単位：千円）

一般財源 特定財源 備考

0

２．要求額 （単位：千円）

一般財源 特定財源 要求総額

0 0 0

通常一般経費　 0 0 0

通常特別経費　 0 0 0

0 0 0

義務的経費（準義務的経費を含む）

合　　計

佐　　第   　 号

経費区分

経費区分

配分額

令和６年　月　　日

予算要求書(経常的経費）の提出について

通常一般経費一般財源

義務的経費（準義務的経費を含む）

通常特別経費
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〔様式①〕

３．要求額の内訳 （単位：千円）

一般財源 特定財源 要求総額
義務的経費（準義務的経費含む） 0

通常一般経費 0
通常特別経費 0

計 0 0 0
義務的経費（準義務的経費含む） 0

通常一般経費 0
通常特別経費 0

計 0 0 0
義務的経費（準義務的経費含む） 0

通常一般経費 0
通常特別経費 0

計 0 0 0
義務的経費（準義務的経費含む） 0

通常一般経費 0
通常特別経費 0

計 0 0 0
義務的経費（準義務的経費含む） 0

通常一般経費 0
通常特別経費 0

計 0 0 0
義務的経費（準義務的経費含む） 0

通常一般経費 0
通常特別経費 0

計 0 0 0
義務的経費（準義務的経費含む） 0

通常一般経費 0
通常特別経費 0

計 0 0 0
義務的経費（準義務的経費含む） 0

通常一般経費 0
通常特別経費 0

計 0 0 0
義務的経費（準義務的経費含む） 0

通常一般経費 0
通常特別経費 0

計 0 0 0
義務的経費（準義務的経費含む） 0

通常一般経費 0
通常特別経費 0

計 0 0 0
義務的経費（準義務的経費含む） 0

通常一般経費 0
通常特別経費 0

計 0 0 0
義務的経費（準義務的経費含む） 0

通常一般経費 0
通常特別経費 0

計 0 0 0
義務的経費（準義務的経費含む） 0

通常一般経費 0
通常特別経費 0

計 0 0 0

分

分

分

分

課分

課分

課分

課分

分

分

分

課分

課分
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〔様式②〕

財政部長　　様

部長

　令和７年度当初予算要求書（臨時的経費）を提出します。

一般会計歳出要求額は下記のとおりです。

記

１．要求額 （単位：千円）

一般財源 特定財源 要求総額

0 0 0

２．要求額の内訳 （単位：千円）

一般財源 特定財源 要求総額

課分 政策的経費 0

課分 政策的経費 0

課分 政策的経費 0

課分 政策的経費 0

課分 政策的経費 0

課分 政策的経費 0

課分 政策的経費 0

課分 政策的経費 0

計 0 0 0

令和６年　　月　　日

予算要求書(臨時的経費）の提出について

佐　　第   　　号

経費区分

政策的経費（実施計画計上経費）合計額
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補助金の予算要求について 

 

 補助金は反対給付なしに支出されることから、その予算化及び支出は、より

慎重に行うべきといわれている。令和５年９月に提出された補助金検討委員会

からの意見書の主旨を尊重し、要求すること。また、新規に予定している補助

事業については、下記により対象経費、補助率等の精査を行った上で要求する

こと。 

 

記 

 

１．留意事項 

（１）補助金の予算要求に当たっては、補助金等交付基準、補助金検討委員会

意見書（イントラネット「財務会計のページ」参照）の主旨に適合させる

こと。また、事業の成果、評価、必要性を検討し、施策の展開に、必要な

もののみを要求すること。 

（２）令和７年度に新設する補助金については、補助事業計画書〔様式③〕を

作成すること。また、その場合の補助金交付要綱の有効期限は、令和１０

年３月３１日までを限度とすること。 

資料１ 
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計画 令和 　6年　4月　1日　策定

令和　　年　　月　　日　修正

成果報告 令和　　年　　月　　日　報告

補助金等の名称

予算科目 款 項 目

予算事業名

実施計画の位置づけ

補助金分類

国県等補助の状況

交付先

支出根拠規定

補助の目的／効果

補助対象事業の
具体的内容

対象経費及び補助率
（補助金額の根拠）

備考

1/2を超えて補助、設
立5年を超えて運営費
補助する理由

その他

補助期間

会計

　　　　　　　　　　　　　　　補助事業計画書・成果報告書－１

担当課

 

令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

団体・交付⾦ 団体・事業費補助⾦ 個人団体・運営費補助⾦

国補助 県補助 財団法人等 補助なし
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補助金等の名称

国

県

他

国

県

他

国

県

他

国

県

他

計画期間終了後の
最終的な目標値

計画期間終了後の
最終的な成果値

国県等補助

国県等補助

　　　　　　　　　　　　　　　補助事業計画書・成果報告書－２

担当課

令和6年度

計画額
〔千円〕

各年度活動値（計画）
決算額
〔千円〕

各年度活動値（実績）

成果

国県等補助

計画額
〔千円〕

各年度活動値（計画）
決算額
〔千円〕

各年度活動値（実績）

計画額
〔千円〕

各年度活動値（計画）
決算額
〔千円〕

各年度活動値（実績）

成果

令和7年度

令和8年度

令和9年度

計画額
〔千円〕

成果

各年度活動値（計画）
決算額
〔千円〕

各年度活動値（実績）

成果

国県等補助

今回は入力不要

（決算時に入力）

今回は入力不要（決算時に入力）

今回は入力不要

（決算時に入力）

今回は入力不要

（決算時に入力）

今回は入力不要（決算時に入力）

今回は入力不要（決算時に入力）

今回は入力不要（決算時に入力）

今回は入力不要

（決算時に入力）

今回は入力不要（決算時に入力）
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計画 令和　　年　　月　　日　策定

令和　　年　　月　　日　修正

成果報告 令和　　年　　月　　日　報告

補助金等の名称

予算科目 款 7 項 2 目 3

予算事業名

実施計画の位置づけ

補助金分類

国県等補助の状況

交付先

支出根拠規定

補助の目的／効果

補助対象事業の
具体的内容

対象経費及び補助率
（補助金額の根拠）

備考

1/2を超えて補助、設
立5年を超えて運営費
補助する理由

その他

補助期間

記載例

○○支援事業

地域における災害への備えを支援します

 

市内の○○団体

佐倉市○○条例、佐倉市○○交付規則、佐倉市○○要綱

市で承認された○○団体の育成、支援を行うことを目的とする。
助成金を支給することにより、地域の○○活動を促進させることが期待される。

○○団体が実施する○○活動経費に対し助成金を交付する。

（期間）
　設立年度から５年間
（対象経費）
　○○等の○○活動経費
（補助率）
　補助対象経費の１／２（設立年度上限４万円、２年目以降上限２万円）

（各年度計画額根拠）
　令和○○年度　既設○○団体　平均対象経費額　○○千円

令和６年４月１日～令和１０年３月３１日

一般会計

　　　　　　　　　　　　　　　補助事業計画書・成果報告書－１

担当課 ○○課

○○事業助成金

国補助 県補助 財団法人等 補助なし

団体・交付⾦ 団体・事業費補助⾦ 個人団体・運営費補助⾦
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補助金等の名称

国

県

他

国

県

他

国

県

他

国

県

他

計画期間終了後の
最終的な目標値

計画期間終了後の
最終的な成果値

成果

令和9年度

計画額
〔千円〕

各年度活動値（計画）
決算額
〔千円〕

各年度活動値（実績）

600
新規団体　　　３件
既設団体　　 ３１件

国県等補助

国県等補助

成果

令和8年度

計画額
〔千円〕

各年度活動値（計画）
決算額
〔千円〕

各年度活動値（実績）

600
新規団体　　　３件
既設団体　　 ２８件

成果

成果

令和7年度

計画額
〔千円〕

各年度活動値（計画）
決算額
〔千円〕

各年度活動値（実績）

600
新規団体　　　３件
既設団体　　 ２５件

国県等補助

担当課 ○○課

○○事業助成金

令和6年度

計画額
〔千円〕

各年度活動値（計画）
決算額
〔千円〕

各年度活動値（実績）

600
新規団体　　　３件
既設団体　　 ２２件

国県等補助

　　　　　　　　　　　　　　　補助事業計画書・成果報告書－２

今回は入力不要

（決算時に入力）

今回は入力不要

（決算時に入力）

今回は入力不要

（決算時に入力）

今回は入力不要

（決算時に入力）

今回は入力不要（決算時に入力）

今回は入力不要（決算時に入力）

今回は入力不要（決算時に入力）

今回は入力不要（決算時に入力）

今回は入力不要（決算時に入力）
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〔
様

式
④

〕

基
金

設
置

の
根

拠

運
用

額

(上
段

：
積

立
額

　
下

段
：
取

崩
額

）

＊
１

　
基

金
の

目
的

は
、

基
金

条
例

等
に

規
定

さ
れ

て
い

る
内

容
を

参
考

に
記

入
す

る
こ

と
。

＊
２

　
令

和
５

年
度

末
基

金
残

高
、

各
年

度
の

運
用

額
は

円
単

位
で

記
入

す
る

こ
と

。

＊
３

　
各

年
度

の
運

用
額

は
、

決
算

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

＊
４

　
記

入
欄

は
、

適
宜

加
工

し
て

よ
い

。

本
基

金
の

今
後

の
方

向
性

な
ど

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度

令
和

２
年

度

令
和

３
年

度

年
度

予
算

事
業

名
運

用
内

容

令
和

元
年

度

基
 金

 運
 用

 の
 見

 直
 し

 に
 関

 す
 る

 調
　

所
属

名

基
金

名
称

基
金

の
目

的
令

和
５

年
度

末
基

金
残

高
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〔
様

式
④

〕

基
金

設
置

の
根

拠
▲

▲
基

金
条

例
（
昭

和
○

○
年

○
月

○
日

基
金

条
例

制
定

）

運
用

額

(上
段

：
積

立
額

　
下

段
：
取

崩
額

）

1
,5

0
0
円

5
0
,0

0
0
円

1
,5

0
0
円

1
2
0
,0

0
0
円

1
,3

0
0
円

1
,2

0
0
円

1
,2

0
0
円

＊
１

　
基

金
の

目
的

は
、

基
金

条
例

等
に

規
定

さ
れ

て
い

る
内

容
を

参
考

に
記

入
す

る
こ

と
。

＊
２

　
令

和
５

年
度

末
基

金
残

高
、

各
年

度
の

運
用

額
は

円
単

位
で

記
入

す
る

こ
と

。

＊
３

　
各

年
度

の
運

用
額

は
、

決
算

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

＊
４

　
記

入
欄

は
、

適
宜

加
工

し
て

よ
い

。

本
基

金
の

今
後

の
方

向
性

な
ど

本
基

金
は

、
▲

▲
の

振
興

を
目

的
に

、
早

急
な

資
料

取
得

の
た

め
設

置
さ

れ
て

い
る

が
、

過
去

３
年

間
運

用
実

績
が

無
く

、
今

後
も

資
料

取
得

は
原

則
予

算
計

上
し

て
対

応
す

る
た

め
、

廃
止

を
含

め
た

見
直

し
を

検
討

す
る

。

令
和

４
年

度
基

金
利

子
の

積
み

立
て

令
和

５
年

度
基

金
利

子
の

積
み

立
て

令
和

２
年

度
▲

▲
振

興
事

業
基

金
利

子
の

積
み

立
て

×
×

の
購

入

令
和

３
年

度
基

金
利

子
の

積
み

立
て

年
度

予
算

事
業

名
運

用
内

容

令
和

元
年

度
▲

▲
振

興
事

業
基

金
利

子
の

積
み

立
て

○
○

の
購

入

基
 金

 運
 用

 の
 見

 直
 し

 に
 関

 す
 る

 調
　

所
属

名
○

○
課

基
金

名
称

▲
▲

基
金

基
金

の
目

的
▲

▲
の

振
興

を
図

る
た

め
、

▲
▲

に
関

す
る

資
料

を
取

得
す

る
た

め
に

運
用

す
る

基
金

令
和

５
年

度
末

基
金

残
高

1
0
,0

0
0
,0

0
0
円

記
入

例
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